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フィチン酸カルシウムに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）についての意

見・情報の募集結果について 

 

１．実施期間  令和４年７月６日～令和４年８月４日 

２．提出方法  インターネット、ファックス、郵送 

３．提出状況  １通 

４．意見・情報及び食品安全委員会の回答 

 意見・情報※ 食品安全委員会の回答 

１ 「現時点において、直ちにヒトへの健康影響

を示唆するような試験結果は認められていな

い」から、「新たな安全性試験を早急に実施

する必要はないもの」ということにしていま

すが、健康影響が示唆されるような結果が出

てからでは遅いのでは？前もって安全性試験

をしっかり行い、それが確認されるまで、使

用を認めないのが常識的判断ではないか？国

民の健康より、メーカー側の都合を優先する

スタンスは改めてください。 

御指摘の記載は、「Ⅳ．我が国及び国際機

関等における評価」の「１．我が国におけ

る評価」の項において、既存添加物の安全

性評価に関する調査研究（平成 8 年度調

査）報告書の記載を引用したものです。 

食品安全委員会は、国民の健康の保護が

最も重要であるという基本的認識の下、科

学的知見に基づき客観的かつ中立公正に食

品健康影響評価を行っています。 

添加物「フィチン酸カルシウム」につい

ては、これまでに得られている毒性試験、

ヒトにおける知見等を用いて評価した結

果、添加物として適切に使用される場合、

安全性に懸念がないと考えられ、許容一日

摂取量を特定する必要はないと判断しまし

た。 

※ 頂いた御意見・情報をそのまま掲載しています。 


